
決算書掲載頁　P105

内
訳

固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する不服の審査決定を行う。

委員及び事務局職員が各種研修会等に参加することにより、固定資産評価について理解を深め、公平・中立な立場から
適切な審査を行う。
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地方税法第４２３条第１項に規定する、独立の第三者機関で、公平・中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価さ
れたものであるかどうかについて審査を行う。
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固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する不服の審査決定を行う。
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固定資産税の納税義務者で固定資産の価格に不服のある者

委員及び事務局職員が各種研修会等に参加することにより、固定資産評価について理解を深め、公平・中立な立場から
適切な審査を行う。
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事業：固定資産評価審査委員会事業                                

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する不服を審査決定するため

に、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価された

ものであるかどうかについて審査を行った。 

 

細事業：固定資産評価審査委員会事業                             

１．固定資産評価審査委員会業務 

固定資産の価格（評価額）の大半は、納税者の税負担に直接関係するため、審査については慎重かつ適正公平に

処理した。 

 

固定資産評価に係る審査申出の審査について 

項  目 内  容 

申 出 件 数 土地 １件    家屋 ２件 

審 査 件 数 土地 １件    家屋 ２件 

申 出 取 下 件 数 １件 （家屋） 

審 査 状 況 委員会開催 ９回    

審 査 結 果 却下 １件    棄却 １件 

 

２．研修会への参加 

 委員及び職員の資質向上を図るため、研修会に参加した。 

期 日 区  分 内  容 場 所 参加人数 

平成２４年 

８月２８日 

固定資産評価審査 

委員会運営研修会 

①「固定資産税制度の現状と課題」 

    総務省自治税務局固定資産税課 

    課長 前田 一浩 

②「審査委員会の運営について」 

    橿原市固定資産評価審査委員会 

    書記 弓場 啓司  

③「固定資産税関係判例解説」 

   元総務省自治税務局資産評価室 

室長 田中 公之 

奈良県文化会館   ３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


